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施設紹介 鹿児島市平川動物公園 
飼育展示係 主幹 桜 井 普 子 
飼育展示係 主査 落 合 晋 作 

 
【鹿児島市平川動物公園について】 
前身である鴨池動物園（大正 5 年・1916 年開園）が、昭和 47 年（1972 年）に現在の場所に移転し

て開園しました。広さ約 31.4ha、錦江湾に浮かぶ桜島を見渡せる緑豊かな高台にあり、現在約 140 種

1000 点の動物を展示飼育しています。 
桜島をキリマンジャロに見立てたアフリカ園は、広々とした草原でキリンやサイ、ダチョウが悠々と

動き回り、その雄大な風景は当園の特色の一つとなっています。 
 
【業務内容・施設の紹介】 
当園は鹿児島県の傷病野生鳥獣保護対策事業に協力しており、一般の方から傷病鳥獣が直接持ち込ま

れて治療と放野を行ったり、県の指定する開業獣医を紹介したりします（原則として、害獣指定されて

いるカラス・ドバト・イノシシ等は対象外）。保護された動物達のうち、後遺症などで、野生復帰が不

可能になった個体の終生飼育の依頼を受けることもあります。 
野生鳥獣保護専用の施設はないので、園内の動物病院と隔離舎を使用します。伝染病予防などには注

意が必要で、特に近年、国内で渡り鳥に鳥インフルエンザの発生がみられる時期には、野鳥の保護をお

断りせざるを得ない場合もあります。動物病院には、処置室・レントゲン室・検査室・入院室・解剖室

があります。現在、常勤職員（獣医師）３名が動物園の業務と兼務で対応しています。 
 

【野生鳥獣保護状況】 
2014～2018 年度の 5 年間で、保護された傷病野生鳥獣は合計 131 点で、哺乳類 29 点、鳥類 85 点、

爬虫類 17 点です。そのうち、野生復帰不可能のため終生飼育依頼を受けたのは 28 点です。 
その中には、日本動物園水族館協会を通して、税関で摘発保護された海外からの密輸動物の飼育依頼

を受けたケースも含まれます。インターネットの普及で、野生動物を見つけたら保護について検索して

対処して下さる方が増えたのか、やみくもな誤認保護は減少したと実感しています。 
 
過去 5 年の保護状況 
 哺乳類 鳥類 爬虫類 合計 

保護数 放野数 保護数 放野数 保護数 放野数 保護数 放野数 
2014 年度 7 2 15 7 2 0 24 9 
2015 年度 10 3 24 8 0 0 34 11 
2016 年度 8 3 20 10 3 0 31 13 
2017 年度 3 0 15 4 9 0 27 4 
2018 年度 1 0 11 2 3 0 15 2 

 
【薩南諸島に生息する希少種の傷病保護と関係機関との連携】 
南北 600㎞もある鹿児島県には、県本土以上に薩南諸島（屋久島・種子島・奄美群島・トカラ列島等

を含む）に固有種や希少種が多く生息しています。地元鹿児島の動物園としては、教育的観点から地域

の生き物の展示に力を注いでいます。しかし、野生個体の捕獲は個体群への影響などもあり、昨今では

実施はしておらず、代わりに傷病個体のうち野生復帰が困難な個体を展示しています。薩南群島で保護
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桜島をキリマンジャロに見立てたアフリカ園 アマミノクロウサギの投薬：回復して野生復帰 

  
チョウゲンボウの翼骨折 オオトラツグミ  

右眼損傷と右翼骨折のため終生飼育に移行 

 

された動物たちにとって、当園が第二の生活場所になります。そして彼らは、自然豊かな環境や、そこ

に生息する個性豊かな動物たちについて代弁してくれる大切な存在となっています。 

 
【離島ならではの難しさ】 
動物園から陸続きであれば、比較的短時間で処置までこぎつけることができるのですが、離島からの

移動は長時間かかるため困難です。しかし、離島部には固有種や希少種が多く、たった 1頭の傷病個体

であっても保護することで、治療方法や飼育下での生態調査などに寄与できます。当園はこのような現

状を踏まえ、薩南群島での傷病鳥獣の保護に取り組んでいます。特に初期治療は地元獣医師の皆様に対

応していただき、地元自治体や環境省などの行政機関の方にも、手続き等で協力いただいております。

今まで、リュウキュウコノハズク、リュウキュウアカショウビン、サシバ、ルリカケス、オオトラツグ

ミ、アマミノクロウサギなどが保護されました。オオトラツグミとアマミノクロウサギについては、当

園のみで飼育されており、基礎データの蓄積に貢献しています。 

また 2017 年には、傷病保護されたアマミノクロウサギの野生復帰にも成功しています。奄美群島の

一部は世界自然遺産の登録を目指しており、これから益々注目されていきます。観光客の増加により、

希少種が巻き込まれる交通事故や生息地の破壊が増える可能性があります。動物園として普及啓発に力

を注いでいきたいと考えています。 
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動物福祉からみる国内の傷病鳥救護の実態と今後の在り方への考察 

日本獣医生命科学大学 大学院 牛 根 奈 々 
 

野生鳥獣救護の実際 

野生鳥獣のリハビリテーション（以下、救護）は、野生下で生存することが困難な野生鳥獣を治療

し、再び生息地に放野するという一連のプロセスです（1,2）。国外の野生鳥獣の救護では、個体の治療

にとどまらず、野生動物由来感染症のサーベイランスの役割や、野生鳥獣－ヒト間の問題解決に向けた

科学的知見の収集、市民や教育機関を対象とした環境教育、生物学的研究、動物のエンリッチメントの

社会的関心に対する具体的な活動といった様々な役割・ニーズとして認められています（3-5）。 
救護された野生鳥獣は飼養管理（以下、管理）下では、時に心理的・身体的ストレスを引き起こしま

す（6-9）。過密飼養などの不適切な環境での管理は、羽むしりなどの異常行動を誘発する（5,10-13）
他、過密飼養による他個体との競合や負傷、不適切な床材による趾瘤症が発症します（8,14,15）。 

病原体の感染についても同様の懸念事例が報告されています。救護施設で慢性的にストレスを受けた

個体では、カンジダやクラミジアの感染率が増加する例があります（16-19）。救護中に感染症に罹患す

ると、その分治療に関連した管理が長期化し、放野後の野生復帰の見込みが低下する恐れがあります。

加えて、救護後の管理期間中に発生した疾病や負傷の後遺症は、野生復帰後の生存率を低下させる可能

性もあります。Mason ら（2007）は、救護中に著しく常同行動を示した個体は放野後の生存確率が低い

ことを報告しました。これらの救護現場の報告から、救護個体の福祉は、救護時から放野までの間、一

貫して担保される必要があると示唆されます。 
野生鳥獣救護活動の中で動物福祉が尊重された van Hoek & King（1997）の例では、環境エンリッチメ

ントとして自然の木や枝、あるいは天然素材のロープを、救護個体の管理環境に取り入れた結果、救護

個体の羽むしり行動が減少したと報告されています。動物福祉を担保した事例は多くはありませんが、

野生鳥獣救護に係る全ての人間は、救護個体の苦痛を認識し、生活の質（QOL）を保証すること（救護

個体が最低限必要とする生態的・身体的条件を満たす救護を実施すること）が重要で、この条件を明確

にできる動物福祉は、野生鳥獣救護の基盤となるべき（22）ではないかと考えられます。 
 

動物福祉としての安楽殺 

動物福祉として扱われる様々な取り組みの 1 つに、｢安楽殺｣という行為があります。安楽殺は、家畜

（23）、家きん（24）、実験動物（25,26）、動物園動物（27,28）、そして野生生物（29）の動物福祉を尊

重する重要な手段として使用されます。安楽殺は通常、痛みや苦痛を最小限にする又は排除する方法で

動物を終末期（死）へ導く行為で、アメリカ獣医学会（AVMA）は、安楽死は迅速で痛みや苦痛のない

死を可能にする人道的な技術で、獣医師の最も基本的な義務の 1 つであると唱えています（30）。 
アメリカのミネソタ州に本部を設ける National wildlife rehabilitators association （NWRA）は、リハビ

リテーターを対象とした救護ガイドラインの中で、安楽殺の実施を検討する条件を明記し、それ以外の

条件では QOL を低下させることなくリハビリテーションに取り組むことと記しています（29,31）。
Kirkwood and Sainsbury（1996）は、本来の生息地へ放野できない野生動物は、特定の条件を満たせない

管理環境であれば、動物福祉の観点から安楽殺を検討すべきと提案しています（32）。このように、海

外で野生鳥獣救護を実施する現場では、救護された野生鳥獣のための動物福祉と QOL を担保する手段

として安楽死が最低限の基準（以下、minimum standard）に含まれているようです（29,31,33）。 
 
現地調査の概要 

野生鳥獣の救護は、様々な国で行われる世界共通の活動です。カナダやアメリカのいくつかの州で

は、市民と複数の企業が関連して野生鳥獣救護に参画し（34）、専門知識とスキルを持つリハビリテー

ターが政府と独立して活動しています。これら国外の活動とは対照的に、日本の野生鳥獣救護は、歴史

は深いものの、これまでに特定のガイドラインは存在せず、全国的に見れば野生鳥獣の実態は明らかで

あるとは言い難い状況です。私は 2014 年から国内の野生鳥獣救護活動の実態を把握するために、日本

の救護される野生鳥獣の約 90%を占める鳥類を対象に（36,37）、｢安楽死｣を野生鳥獣救護における動物

福祉のベンチマークとして調査を行いました。 
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見えてきた日本の野生鳥獣救護 
動物福祉に関係する右の表に 

ある項目を中心として、全国 26 
の施設を調査しました。施設と 
しては 2018 年 3 月時点で、全 
国で 55 の野鳥救護施設が活動 
していることがわかり、安楽殺 
を実施すると回答した施設は、 
開設年が近年で、受入れる救護 
個体の条件を定め、鳥の大きさ 
によって管理する部屋サイズを 
定めている傾向がありました。 
しかし、他の項目では、施設毎 
にばらばらな基準や内容で救護 
が行われていることが明らかと 
なりました（例; 図 1）。 

国外に目を向けると、野生鳥 
獣救護は、QOL と動物福祉を 
尊重した方法で傷ついた野生鳥 
獣を治療し、本来の生息地へ放 
野することを目的とすることが 
多く、安楽殺は傷病鳥獣が生息 
地に戻れなかった際に、動物福 
祉を担保する手段の 1 つと見な 
されます。本調査では、本来であれば安楽殺実施の決定は獣医師によって行われるべき（38）ですが、

安楽殺の実施と常勤の獣医師との間に相関は認められませんでした。 
 以上は本調査結果のごく一部を記しました。本調査の各調査項目で共通する懸念として、一貫した管

理プロトコルや、収容から放野までの標準的な手順や基準の欠如が考察されました。野生鳥獣救護のプ

ロトコルや基準の欠如は、根拠のない鳥獣救護活動を導き、時として動物福祉にそぐわない救護を生じ

る恐れがあります。諸外国では、リハビリテーターの認定制度があり、ガイドラインとして minimum 
standard があります（1,39-42）。このガイドラインには、救護管理中の最低限のルール（43）や、救護管

理環境は生息環境に近づける（44）、野生復帰見込みのある動物はヒトとの接触を少なくする（45）、群

集性の種は群れで管理する（46）等、各地域の救護組織のアイデアが記されています。 
 

まずどうするか？ 
明確な目的で実施された場合 

に、野生鳥獣救護は効果的な結 
果に繋がります（4）。同時に、 
不適切な救護は、救護動物だけ 
でなく、救護の成果や今後の救 
護の運営や発展にも利益になり 
えないと考えられます。救護技 
術の向上のためにも、救護関係 
者の情報共有（ネットワーク） 
や国内共通の救護プロセス（最 
低限の基準）の策定が、まず必 
要であると考えられます。 

国外では、公的資金の限界のために、満足な治療やリハビリを実施できない施設も報告されています

（57-49）。本調査から、国内の一部地域でも同様の状況にあることがわかりました。しかしながら、資

金面で救護活動の運営が困難な状況であるという理由で野生鳥獣救護を断念するのではなく、一貫した

 

調査項目 回答項目 

１．施設の運営元 私的・公的、動物園・NPO・自治体 

２．救護対象とする傷病鳥の基準 外来種・有害鳥獣・愛玩動物・他（自由回答） 

３．施設の設立年 1969-1979・1980-1990・1991-2001・2002-2012 

４．常勤の獣医師がいるか はい・いいえ 

５．年間の入所数 自由回答 

６．初期治療とその治療を実施する基準 

常に実施する・入所した個体の状況によって実施す

る・実施する基準はない・実施しない 

６-１. 怪我の治療 

６-２. 保温 

６-３. 給餌 

６-４. 補液 

６-５. 抗生物質の投与 

６-６. 検便 

７．全国的に救護される鳥種への給餌内容 自由回答（具体的に聴取）図 1 参照 

８．部屋の床面積（m2） 0.1-0.9・2.0-3.9・4.0-5.9・6.0-7.9 

９．床材の種類 屋内：砂・コンクリート・藁・畳・ケージ又は段ボー

ル・屋内飼育はしない、屋外：土・コンクリート・砂

や砂利・屋外飼育はしない 

１０．放野の基準があるか ある・ない 

１１．安楽殺の基準があるか ある・ない 

図 1. 全国的に救護される 4 種に給餌される餌の種類（縦軸は種数） 

表 1. 調査項目 
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 図 2. 日本の野生鳥獣救護の改変プラン（案） 

救護基準や上述のような動物福祉に則った野生鳥獣救護実績の集積や対外的アピールによって、継続し

た野生鳥獣救護運営を目指していくべきと考えます。なぜならば、野生鳥獣救護は人道的な行為であ

り、ヒトが人である以上、なくなることは無い行為であるためです。 
野生鳥獣の救護は、人獣共通感染症の早期発見の場として役立ち、公衆衛生、動物の健康および野生

生物の保全を改善する One Health に貢献することが期待されます。近年、ヨーロッパ地域の救護活動組

織は、救護施設が野生動物に流行する感染症や人獣共通感染症の水際対策としてのサーベイランス拠点

を担うとした複数の報告を公表しています。国内においても、救護施設はサーベイランス拠点としての

貢献が期待されます。環境省が公開した傷病鳥獣救護の考え方と地域の取組み事例の中では、感染症モ

ニタリングや安楽殺実施の検討に触れていますが、あくまで概念や意義であり、具体的な対応や基準は

明記されていません。(公社)日本獣医師会が公開した保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方

では、獣医師の役割について仔細に記していますが、同様に具体的にどうすればよいのかについては触

れていません。救護施設が効果的なサーベイランス拠点等の役割を果たすためには、特定の感染症の取

り扱い、情報の分析、関連機関とのコミュニケーションシステム、そして動物福祉に則った安楽殺や、

公衆衛生を含む救護動物のための適切な管理方法や手順について具体的なプロトコルや設備・制度を備

えていることが必要となります。 
国外の一部の地域においても、資金調達や救護技術の向上を課題とし、NWRA によって作成されたガ

イドラインを導入する前に、基本的な技術と基本的な知識を広めることが必要であると考察されていま

す（4）。国内においても、国外の minimum standard を導入するのではなく、救護動物と救護に携わるス

タッフ、救護活動を管轄する公的組織、そして野生動物診療獣医師に最低限必要な国内の救護現状に合

った項目から検討していく必要があると考えます。 
図 2 に、これまでの調査や世界の野生鳥獣救護のレビューから考察した、日本が為すべきプランを記

しました。これからの野生鳥獣救護望ましい在り方は、広いネットワークと民間および公共のカウンタ

ーパートとの密接なコミュニケーションという地盤の上で、救護された動物に対して、動物福祉に則っ

たサーベイランスの実施と質の高い救護を提供することではないでしょうか。 
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日本獣医生命科学大学 付属ワイルドライフ･ミュージアムのご案内  
 

 日本獣医生命科学大学 付属ワイルドライフ・ミュージアム 学芸員  石 井 奈 穂 美 

  〒180-8602 東京都武蔵野市境南町 1-7-1  TEL：0422-31-4151（代） 

 

博物館の概要 

日本獣医生命科学大学付属ワイルドライフ・ミュージアム

は、日本獣医生命科学大学（以下、本学）の歴史および野生動

物教育に関する展示の場、並びに学芸員教育の場として平成

27（2015）年に設置された博物館です。 

博物館内には、二つの展示室(歴史系展示室・自然系展示室)

が設けられています。歴史系展示室では、本学の歴史に関する

資料を中心に展示を行っています。本学は、明治 14（1881）年

に私立としては日本で初めて設置された獣医学校である「私立

獣医学校」を前身校とし、138年もの間、獣医畜産学の発展と

ともに歩み続けてきました。現在展示室では、私立獣医学校の

開校から武蔵境への移転を経て今の姿に至るまでの歴史につ

いて、パネルを用いた解説や関連する資料の展示を行ってい

ますが、将来的には、歴史系展示室が獣医畜産学の歴史遺産の

展示の場として機能することを目標としています。 

もう一つの展示室である自然系展示室では、日本の里山で

暮らす野生動物の剥製や骨格標本の展示を行っています。平

成 28（2016）年からは、「外来生物」や「野生鳥獣による農作

物被害」など、その時々で話題となり重要となる課題をテーマ

にした企画展を定期開催しており、令和元（2019）年 8 月 17

日からは、本学における野生動物の研究をテーマとした企画

展「日獣大の野生動物研究最前線」を開催しています。 

 

博物館の建物について 

当館の展示室は、本学正門正面にある一号棟（本館）の 2階

に設置されています。博物館そのものは平成 27（2015）年に設

置された比較的新しい施設ですが、本学一号棟の歴史は古く、

明治 42（1909）年まで遡ることができます。この年の 6月、麻

布市兵衛町 2丁目（現 港区六本木 3丁目）に麻布区役所庁舎が

竣工しました。麻布区役所庁舎は、大正 12（1923）年の関東大

震災を乗り越え約 20 年間活用されましたが、昭和 10（1935）

年に新たな庁舎での業務が始まり、庁舎としての役目を終えま

した。 

この頃、本学の前身校である私立日本獣医学校（私立獣医学

校閉校後、校地・校名の変更を経て明治 44(1911)年に開校）は、

当時校舎のあった目黒村（現 目黒区）から現在の校地である武

蔵境への移転を検討していました。学校の移転に際し使われなくなった麻布区役所庁舎を買い取り、学校

校舎として活用するために、昭和 12(1937)年に武蔵野市に移築し翌年に竣工したものが現在の一号棟です。 

本学敷地のすぐ横を通る、中央線からも見ることができる赤い屋根が特徴的な一号棟は、長年に渡り本

学のシンボルとして親しまれてきました。明治時代の区役所建築の様子を残す建物そのものも、来館者の

注目の的となっており、建物に興味を持つ団体のための解説ツアーも実施しています。 

 

活動状況 

［来館者数の推移］ 

平成 27（2015）年の開館から、年間来館者数は年々増加しています。開館初年度は 600名ほどだった年

間来館者数は、平成 29（2017）年度には 3,000名を突破しました。 

歴史系展示室の様子 

自然系展示室（令和元年度企画展）の様子 

一号棟 
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［学芸員課程受講生の教育の場として］ 

当館は、本学で学芸員課程を履修する学生の教育の場としても

活用されています。学芸員課程は、獣医学部獣医保健看護学科と

応用生命科学部動物科学科で学ぶ学生が履修することができま

す。学内実習の内容は学科により異なりますが、パネルの作成や

資料の陳列といった企画展開催のための作業や、特別開館時の展

示解説など、博物館における展示や教育普及に関する具体的内容

について、実践的に学ぶことができます。 

 

［地域連携］ 

平成 29（2017）年からは、武蔵野市近辺で行われるスタンプラ

リーイベントに合わせて開館するなど、地域に根ざした活動を行

っています。 

また平成 30（2018）年 11月からは、武蔵野市立武蔵野ふるさ

と歴史館との連携が始まり、令和元（2019）年 5月 18日から 7月

18 日にかけて、二館共催の企画展「ヒトと動物の物語 ～歴史民

俗資料に見る武蔵野の動物～」を開催しました。企画展では当館

の収蔵する剥製の貸し出しや解説パネルの出張展示を行ったほ

か、子供向けのワークショップを実施しました。 

 

今後の課題・目標 

当館の展示室・資料保管室・事務室は、すべて一号棟内に設置

されています。区役所時代から数えると今年で竣工から 110年を

迎える木造建築を活用した展示室と保管室は、温度や湿度の管理

が難しく、資料害虫の侵入を防ぐことが困難です。建物としての価値を残しつつ、いかに博物館として資

料を守りながら展示を続けるかは、当館の課題の一つです。 

運営上の都合により、当館の見学は事前予約制となっていますが、来館者の半数以上は特別開館時に来

館しており、予約をした上で個別に見学をされる方は多くはありません。今後は、広報を強化するととも

に、常時開館を目標に展示活動を続けて行きたいと考えています。 

 

見学のご案内 

当館の見学は事前予約制となっていますが、大学で開催されるイベント（オープンキャンパス・大学祭 

等）に合わせた特別開館の際には、自由に展示室を見学することができます。 

見学可能日や特別開館の日程は、本学公式サイト内の博物館ページにて告知を行います。詳細は以下の

URLをご参照ください。  

 ➔【日本獣医生命科学大学 公式 webサイト】https://www.nvlu.ac.jp/ 

学内実習の一環として剥製の陳列を行

う学芸員課程履修生 

ワークショップで解説を行う筆者 

https://www.nvlu.ac.jp/
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ＷＲＶ事務局  齊 藤 量 子 
 

近年、日本では全国各地で油等汚染事故が多数発生しています。そのため環境省自然環境局では、油等汚染事

故などの発生時に、海洋保全と野生生物保護の観点から迅速かつ的確に対応できるよう、「油等汚染事故対策水鳥

救護研修」を例年開催しています。 
会員の皆さまには、是非、本研修にご参加いただき、そこで学ばれた事を職場における事前準備や実際の事故

対応にお役立ていただきたく、改めてよろしくお願い致します。 
研修の詳細案内および参加申込み用紙は、環境省水鳥救護研修センターホームページまたは野生動物救護獣医

師協会ホームページからダウンロード可能です。ご質問等ございましたら、環境省水鳥救護研修センターまでお

気軽にご連絡ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
日 程：第1回：現場救護リーダー向け   令和元年10月7日（月）、8日（火） 

第2回：現場救護リーダー向け   令和元年11月7日（木）、8日（金） 
第3回：鳥獣保護行政担当者向け   令和2年1月30日（木）、31日（金） 
現地研修：開催地は愛媛県を予定 （※現地研修には実習がございません） 

 
会 場：環境省 水鳥救護研修センター研修室  

〒191-0041 東京都日野市南平2-35-2   
 TEL 042-599-5050   FAX 042-599-5051   

HP http://www.env.go.jp/nature/choju/effort/oiled-wb/ 
 

対 象：国・地方自治体の鳥獣行政等職員、 
鳥獣保護センター等職員、獣医師、 
鳥獣保護員、動物園・水族館職員、 
水鳥救護に携わる関係者等 

 
参加費：無 料 

（参加のための交通費、宿泊費等は自己負担） 
 
申込先：環境省 水鳥救護研修センター 
    〒191-0041 東京都日野市南平2-35-2  

  TEL 042-599-5050   FAX 042-599-5051   
 
主 催：環境省 
 
請 負：(NPO)野生動物救護獣医師協会（WRV） 

リハビリプールの設置実習 
 

生体を用いた洗浄実習 

令和元年度 油等汚染事故対策水鳥救護研修のご案内 
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中津 賞 副会長が社会貢献者表彰を受賞 
 

本年４月より、新たに副会長にご就任いただいた中津賞先生が、 

第 52 回「社会貢献者表彰」を受賞されました。この賞は、(公財)社 

会貢献支援財団の主催により、緊急時の人命救助や社会福祉の 

増進、青少年の育成、環境保護などの分野において、多年に渡り 

国内外で活躍されている方々に授与されるもので、1971 年から行 

われている伝統ある表彰制度です。中津先生の長年に渡る野生鳥 

獣の救護に関する実践、あるいはそうした分野で活躍できる人材の 

育成等、これまでの多くの実績がこの度の受賞に繋がった模様で、 

ここに改めて、お祝い申し上げる次第です。 

 表彰式は、去る 7 月 22 日に帝国ホテル東京にて執り行われまし 

たが、会場には受賞者を始め内外の関係者も大勢参加され、満員 

の状況でした。また、表彰式の後には別会場にて懇親会も催され、会場全体が大変華やかなムードに包まれていま

した。当日は、WRV を代表して新妻勲夫会長や皆川康雄神奈川支部長にも足を運んでいただき、私も含め、中津

先生のこの度の受賞を共に寿がせていただきました。 

 なお、中津先生の今後の益々のご発展を、ここに改めてお祈り申し上げます。  

(ＷＲＶ事務局長  箕輪 多津男) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事務局より寄付のお礼 】寄付ご協力者（敬称略）（令和元年 6 月 1 日から令和元年 8 月 31 日） 

○寄付金（一般）2019.8.22    白倉 豊 5,000 円  
 
 
事務局日誌 2019.6.17～2019.9.13 
 
＝＝＝ 6 月 ＝＝＝ 
17：ＪＥＤＩＣ理事会（(公社)日本野鳥の会）                                出席：箕輪 
19：WRV 役員変更届等・打合せ（村重石原合同司法書士事務所）                      対応：箕輪 
20：かながわボランタリー活動推進基金 21 審査会幹事会合同会議（県民センター）［神奈川支部］         対応：皆川 
22：泉友会(東京学芸大学附属大泉小学校同窓会)80 周年記念式典（東京学芸大学）               出席：新妻 
23：一般公開シンポジウム「希少な鳥を守るには」（日本獣医生命科学大学）         出席：羽山、加藤、小山、箕輪 
25：第 76 回日本獣医師会 総会（明治記念館）                               出席：小松 
25：WRV ニュースレターNo.109 発行                                           対応：小松、箕輪、齊藤 
26：夢見ヶ崎動物公園・ゆめみらい交流会（川崎市幸区役所主催）［神奈川支部］                 対応：皆川 
27：環境省水鳥救護研修センター・運営協議会                      出席：新妻、小松、箕輪、齊藤 
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28：神奈川県鳥獣総合対策協議会・シカ対策専門部会（県庁）［神奈川支部］                  出席：皆川 
 
＝＝＝ 7 月 ＝＝＝ 
01～04：帝京科学大学・野鳥及び油汚染鳥救護実習（上野原ｷｬﾝﾊﾟｽ、環境省水鳥救護研修センター） 対応：皆川、箕輪、齊藤 
02：なでしこ会（新橋ととや）                                      出席：新妻 
07：海ゴミモンスター設置（海の公園管理センター）［神奈川支部］                      対応：皆川 
08：神奈川県総合鳥獣対策協議会（神奈川県庁）［神奈川支部］                        出席：皆川 
08～11：帝京科学大学・野鳥及び油汚染鳥救護実習（上野原ｷｬﾝﾊﾟｽ、環境省水鳥救護研修センター） 対応：皆川、箕輪、齊藤 
11：練馬区西青色申告会 第３回理事会（西青色申告会事務所）                    出席：新妻、町田 
14~15：認定 VMAT 講習会＜災害動物医療研究会＞（岡山県）                     対応：羽山、皆川 
17：東京環境工科専門学校・油汚染鳥救護特別実習（東京環境工科専門学校）                    対応：皆川 
18：東京環境工科専門学校・油汚染鳥救護特別実習（環境省水鳥救護研修センター）           対応：皆川、箕輪、齊藤 
19：帝京科学大学・野生動物と展示動物の福祉・講義（千住ｷｬﾝﾊﾟｽ）                     対応：箕輪 
20,21,23：東京環境工科専門学校生・インターンシップ（犬猫・野生動物救護センター）［神奈川支部］      対応：皆川 
22：第 52 回社会貢献者表彰式典（中津賞副会長・表彰）              受賞：中津、出席：新妻、皆川、箕輪 
28：第７回稲城ふれあい保健・医療まつり                                 対応：小松 
28：傷病個体を用いたフクロウガイド（金沢動物園）［神奈川支部］                      対応：皆川 
 
＝＝＝ 8 月 ＝＝＝ 
01：税務六団体交歓会（勤労福祉会館）                               出席：新妻、町田 
01：愛玩動物看護師法制定祝賀会（明治記念館）                              出席：小松 
02：令和元年度第１回東松山市環境審議会（東松山市総合会館）                       出席：小山 
05：令和元年度第１回アライグマ防除実施計画検討委員会（神奈川自治会館）                 出席：加藤 
06：事業打合せ（(公財)日本鳥類保護連盟）                                対応：箕輪 
17：丹沢ツキノワグマ研究会・活動報告会（自然環境保全センター）［神奈川支部］               出席：皆川 
19：第 46 回わいわいサロン（県民センター）［神奈川支部］                         対応：皆川 
20：シンポジウム「SFTSの脅威と感染リスク・診断と予防」（横浜市開港記念会館）             出席：小山 
21：イノシシ被害防除研修会（鳩山町中央公民館）                             対応：小山 
22：平成 30 年度ＷＲＶ事業報告書提出（東京都庁）                            対応：箕輪 
24：神奈川県野生動物リハビリテーター・見学会（よこはま動物園ズーラシア）［神奈川支部］          対応：皆川 
25：傷病個体を用いたフクロウガイド（金沢動物園）［神奈川支部］                      対応：皆川 
30～9/01：第 25 回日本野生動物医学会大会（山口大学）                     出席：羽山、加藤、金坂 
 
＝＝＝ 9 月 ＝＝＝  
04：日獣大獣医学科・野鳥及び水鳥生態講義（日獣大）                        対応：加藤、箕輪 
05：日獣大獣医学科・野鳥救護実習（水鳥救護研修センター）                       対応：加藤、皆川、齊藤 
07：外来ネコ問題研究会「第２回公開シンポジウム」                            対応：箕輪 
10~12：第 162 回日本獣医学会学術集会（つくば国際会議場）                     出席：羽山、加藤 
11：第 105 回日本獣医学会学術集会（つくば国際会議場）                          出席：新妻 
13：日獣大獣医学科・水鳥救護実習（水鳥救護研修センター）                  対応：加藤、皆川、箕輪、齊藤 
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